
　平成26年4月1日より消費税（国・地方）が5％から8％へ引き上げられたことに伴い、地方消費

税交付金の増収分については、その用途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものと

されています。

　また、令和元年10月1日より消費税が8％から10％に引き上げられたことに伴う地方消費税増収

分についても、社会保障の充実に要する経費に充てるものとされています。

　令和５年度筑前町一般会計決算における、社会保障施策関連経費への充当状況については、

次のとおりです。

（歳入）　地方消費税交付金（社会保障財源化分） 395,579 千円

（歳出） 単位：千円

高齢者福祉事業 135,738 2,052 57,571 76,115 15,887

児童福祉事業 1,900,011 1,245,444 136,242 518,325 108,190

障害者福祉事業 937,391 693,656 12,474 231,261 48,271

母子父子福祉事業 18,778 8,611 745 9,422 1,967

社会福祉事業 98,891 3,360 1,920 93,611 19,539

小計 3,090,809 1,953,123 208,952 928,734 193,855

国民健康保険事業 205,718 126,015 0 79,703 16,636

介護保険事業 250,543 0 0 250,543 52,296

後期高齢者医療事業 557,910 77,314 0 480,596 100,315

小計 1,014,171 203,329 0 810,842 169,247

救急医療体制整備事業 47,762 0 77 47,685 9,953

疾病予防事業 107,785 223 6,132 101,430 21,171

健康増進事業 7,120 109 530 6,481 1,353

小計 162,667 332 6,739 155,596 32,478

4,267,647 2,156,784 215,691 1,895,172 395,579
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